
山梨県

改 定 前 R6.4.1改 定 後 R7.4.1

附 則
１ 本要領は、平成２０年８月１日から適用する。
２ 平成２１年 ４月１５日 一部改正
３ 平成２２年 ４月 １日 一部改正
４ 平成２２年１０月 １日 一部改定
５ 平成２３年 ４月 １日 一部改定
６ 平成２４年 ４月 １日 一部改定
７ 平成２７年１０月 １日 一部改定
８ 平成２８年 ４月 １日 一部改正
９ 平成２９年 ４月 １日 一部改正
10 令和２年 ４月 １日 一部改正
11 令和５年 ４月 １日 一部改正
12 令和５年 １０月 １日 一部改正
13 令和６年 ４月 １日 一部改定

附 則
１ 本要領は、平成２０年８月１日から適用する。
２ 平成２１年 ４月１５日 一部改正
３ 平成２２年 ４月 １日 一部改正
４ 平成２２年１０月 １日 一部改定
５ 平成２３年 ４月 １日 一部改定
６ 平成２４年 ４月 １日 一部改定
７ 平成２７年１０月 １日 一部改定
８ 平成２８年 ４月 １日 一部改正
９ 平成２９年 ４月 １日 一部改正
10 令和２年 ４月 １日 一部改正
11 令和５年 ４月 １日 一部改正
12 令和５年 １０月 １日 一部改正
13 令和６年 ４月 １日 一部改定
14 令和７年 ４月 １日 一部改定
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山梨県「県内下請活用審査型」総合評価試行要領改定新旧対照表
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2



山梨県山梨県「県内下請活用審査型」総合評価試行要領改定新旧対照表

（赤字は改定部分）P5


